
 第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

令和５年３月２２日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和5年3月22日（水）午前9時00分～ 東庁舎3階会議室302,303 

２ 出席者 

都市計画課 小島課長、冨澤主査 

３ 件名 

白井市地域公共交通網形成計画の改訂（計画期間の延長他）について 

４ 会議結果 

□ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

■ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

（指示） 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、公共交通事業者の経営が厳しくなっている

と聞いているが、市民の貴重な移動手段を確保することは、まちづくりのため重要

であることから、引き続き公共交通事業者との意見交換を密に行い、各種の支援策

を検討すること。 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



　第２号様式（第４条第５項関係）

年 月 日

件　　　名

部内会議や関
係課等との調
整結果（主な意
見・懸案事項）

項目

条例規則

議会説明

市民参加

報告書公表 ■ □ □ □ （

関係法令等

関係課

事業費

カテゴリー

令和 5 3 22

報告書（行政経営戦略会議）

部課名 都市建設部　都市計画課

白井市地域公共交通網形成計画の改訂（計画期間の延長他）について

【審議会（白井市地域公共交通活性化協議会）】
　現状の整理・評価、課題の検討、計画案などについて審議（計３回）
※協議会構成（学識経験者、市内公共交通事業者、公共的団体の代表者、市民公募
者、関係行政機関等）

令和５年４月
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第５条第１１項に基づき
・計画の公表
・主務大臣、県、関係する公共交通事業者等に計画の送付

有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）

無 報道発表 無

有 行政運営報告（R5.4月） 広報・ＨＰ等 有 HP（R5.4月）

（うち特定財源 0 千円）

有 白井市地域公共交通活性化協議会

公開 非公開 部分非 時限非 まで）

都市・交通 手段 その他

内容

１.現計画について
（１）目的
　本計画は、平成３０年３月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき
「限りある交通資源の効率化を図り、関係者との役割分担と協力のもと、まちづくりと一体
となった持続可能な公共交通ネットワークを形成するとともに、地域公共交通の活性化を
推進する」ため、令和４年度末までを計画期間として策定したものである。

（２）計画期間
平成３０年度から令和４年度末まで（５年間）

（３）位置づけ
・第５次総合計画 後期基本計画 重点戦略３　拠点創造プロジェクト
　3ｰ3拠点を結ぶまちづくり　（３）利便性の良い公共交通ネットワークの確保
・都市・交通分野の個別計画
　
２.改訂計画について
（１）理由
　計画期間が令和４年度末までとなっていることから次期計画を策定する必要があった。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、交通需要の分析や予測を行うことが難
しい状況であったことや、現計画に位置づけた事業についても取り組み項目が多く、遅
れている部分もあることから、計画期間を第５次総合計画の計画終期と合わせ令和７年
度まで３年間延長することを主として必要な見直しを行った。

（２）内容
・計画の終期を令和４年度末（計画期間５年間）を令和７年度末（計画期間８年間）に延長
・延長する３年間に優先して取り組む事業の明確化と目標値の見直し（計画書９ページか
ら
１８ページ参照）

（３）審議体制
　改訂にあたり、白井市地域公共交通活性化協議会で令和３年度と令和４年度に合計３
回会議を開催し、審議した。

今後の
スケジュール

参考情報

年代 全ての年代 場所 市内全域 目的

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

都市計画課、企画政策課、障害福祉課、高齢者福祉課、道路課、教育委員
会

229 千円


































































































